
「南海トラフ地震対策の強化に向けた取組方針」にかかる進捗状況について 資料１

【取組番号１８ 業務内容に応じた活動拠点の確保】
・職員等の宿泊場所確保に向け、県内４ホテル事業者と宿泊施設の提供にかかる協定を締結する。

【取組番号２１ 迅速な津波避難の推進】
・津波避難施設の整備促進に加え、津波から円滑かつ迅速に逃げることができるよう警戒避難体制を整備するため、津波災害警戒区域を指定する。
・目が見えづらい方向けにハザード情報を音声で読み上げる「耳で聴くハザードマップ」を令和７年６月に利用開始。

【取組番号２５ ヘリコプターの受援体制の整備】
・地震により伊勢湾ヘリポートが使用できない場合の代替ヘリベース（基地）でジェット燃料の給油ができるよう燃料貯蔵庫を設置する。

また、災害対応を行うヘリコプターが三重県広域防災拠点東紀州（紀南）拠点をフォワードベースとして効果的に活用できるよう検証する。

【取組番号３１ 活動場所への進出ルートの確保】／【取組番号７６ 道路・河川・港湾の早期復旧】
・令和７年４月の道路法改正に伴い、これまでの「中部版くしの歯作戦」に加え、法に基づく新たな道路啓開計画の策定を行う。

【取組番号３５ ＤＭＡＴ隊員の確保】
・本部支援活動の中心的な役割を担うＤＭＡＴコーディネーターを養成するため、認定・更新の支援を行う。

【取組番号３６ 被害想定をふまえた備蓄の確保】／【取組番号３７ 病院におけるトイレの確保】
・災害時においても活動できる体制を整備するため、医療機関へ災害備蓄を行うよう働きかけることに加え、「ＢＣＰの考え方に基づく病院災害対応

マニュアル整備指針」の改訂を行う。

【取組番号５６ 避難所からの要請に応じた確実な物資の供給】
・南海トラフ地震被害想定とスフィア基準の考え方をふまえ「三重県備蓄・調達基本方針」の見直しを行う。

※上記のほか、【取組番号２２ 大規模火災への対応力強化】 バケットの購入及び自衛隊との協定締結
【取組番号２６ 患者・要配慮者の搬送】 災害拠点病院（ＭＣＣ)に対してヘリポート整備に向けた調整・支援を実施
【取組番号２８ 孤立する可能性のある地域への対策】 孤立する可能性のある地域の現況調査を実施
【取組番号７２ 歯科診療の体制確保】 歯科診療用車両の配備支援・災害時運用について県歯科医師会と連携 1



「南海トラフ地震対策の強化に向けた取組方針」の進捗状況（令和７年度９月末時点）

津波避難タワー（紀宝町）

専門家による意見交換マンホールトイレ

空中消火

耐震シェルター
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